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厚生労働省発総 0313第 1号

平 成 23年 3月 13日

本 省 内 部 部 局 長 殿

大 臣 官 房 長

(公 印 省 略)

「平成23年東北地方太平洋沖地震によ食災害についての特定非常災害

及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について (依縛

今般、平成二十二年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害

及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 (平成 23年政令第 19号)

が公布 P施行されt特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別

措置に関する法律 (平成 8年法律第35号。以下T法」という。)第 2条第 1項の

特定非常災害として平成 23年東北地方太平洋沖地震による災害が指定されたこ

とについて、別添のとおり、内閣府政策統括官 (防災担当)及び総務省行政管理

局長より当職宛て通知されました。

貴職におかれては、迅速に災害に武蔦するために、法第 3条に基づく告示事項、

法第4条に基づく事項等について、必要に応じて関係団体、地域住民等へ情報提

供いただくようお願いいたします。
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平成勇 午 3月 13日  .

厚生労働省大臣官房長.殿

総務 省行政管理局

―「平成 23年東北地方太平洋沖地震による災害に?いての特定非常災害

=及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について (依頼)
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